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裁判員経験者との意見交換会議事録 

１ 日時 

平成２５年６月２１日（金）午後２時１０分～午後３時４５分 

２ 場所 

福岡地方裁判所中会議室 

３ 主催者 

福岡地方裁判所 

４ 参加者 

裁判員経験者５人 

福 岡 地 方 裁 判 所 裁 判 官 野 島 秀 夫（第１刑事部部総括判事） 

福 岡 地 方 検 察 庁 検 察 官 福 田 直 俊 

福岡県弁護士会所属弁護士 鍋 嶋 隆 志 

福 岡 地 方 裁 判 所 裁 判 官 髙 原 正 良（第２刑事部部総括判事） 

             （司会） 

５ 議事内容等 

別紙のとおり 
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（別紙） 

 

※ 裁判員経験者を「経験者」と表示する。（「経験者３」は欠番） 

第１ 意見交換会 

 １ 裁判員裁判に参加しての全般的な感想等 

司 会 者：それでは，意見交換会を始めたいと思います。私は，福岡地方裁判所第

２刑事部で裁判長を務めております髙原と申します。司会をさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。今日の意見交換会は，今年の２

月から４月に行われた裁判員裁判に裁判員として参加した５名の方々に

参加していただいております。今日の意見交換のポイントは，一つ目は，

皆さんが実際に裁判員として務められた感想や意見を聞かせていただく

ということです。それから，二つ目は，審理が分かりやすかったか，分

かりにくかったとしたらどういう点を改善したらよいかなど，具体的な

視点から遠慮のない辛口の意見を審理に関していただきたいと思ってお

ります。次に，評議が話しやすい雰囲気であったか，時間が足りなかっ

たなど，評議についての意見や感想を聞かせていただきたいと思います。

そして最後に，これから裁判員になられる方へのメッセージを話してい

ただきたいと思っております。そういった点について，意見交換をして

いきたいと思っておりますので，よろしくお願いいたします。それから，

今日は法曹三者の方も参加をしていただいていますので，弁護士さんか

ら，自己紹介をよろしくお願いします。 

弁 護 士：福岡県弁護士会所属の弁護士の鍋嶋と申します。今日は，皆様の貴重

な経験談を聞かせていただきまして，より良い裁判員裁判になるために

はということの勉強をさせていただけたらと思っておりますので，どう

ぞよろしくお願いいたします。 

検 察 官：福岡地方検察庁で検事をしております福田と申します。よろしくお願
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いします。今日，皆さんの御感想，御意見を参考にして，更に裁判員の

方に分かりやすい裁判を目指して頑張りたいと思います。よろしくお願

いします。 

裁 判 官：福岡地裁第１刑事部の野島でございます。本日はよろしくお願いいた

します。３人の方と評議を御一緒しておりますので，評議のときと同様

に活発な御意見を頂戴できればと思っております。どうぞよろしくお願

いいたします。 

司 会 者：それでは，意見交換に入っていきたいと思いますが，まず初めに，裁

判員を務めた意見や感想を聞かせていただければと思いますので，どな

たからでも結構ですけれども，聞かせていただければ。いかがでしょう。

どうぞ遠慮なく。では，５番の方からよろしいですか。 

経験者５：まず，興味があったんです私は，私の場合はですね。なぜかと申します

と，保護司っていうふうな仕事をさせていただいておりますから，非常

に興味がありました。その中でも，私の事案というのが執行猶予付きの

保護観察，こういうことがありましてですね，何年というふうな，いろ

んな裁判官のお話がありましたけど，執行猶予つき５年。例えば，何回

も，その間に，またやってしまって入るような，そういうふうなことが

ありましたから，実際，どういうふうにして決めているのかなと思って，

どういうふうな評議をして決めているのかな，そういうふうなところに

興味がありましたから，非常に参考になりました。 

司 会 者：ありがとうございました。他の方，いかがでしょう。何でも結構です，

意見や感想。１番の方，お願いします。 

経験者１：自分は裁判を５日間担当させてもらったんですけど，一口に言ったら，

ものすごく気疲れしました。でも，最初の選任から，せっかく来たので，

もう選ばれないかなと思ってですね，選ばれたので良かったなと思った

んです。いろいろ経験，こんな経験ってなかなかないもんですから，何
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でも経験させてもらうということで，選ばれて，さっき言われたように，

興味もありました。また，もう当たらないかも知れないけど，また当た

ったら，また参加したいなと思ってます。あと，法廷の中では，何かテ

レビドラマを間近に見てるような感じで，不思議な感じがしてました。

そのぐらいですかね。 

司 会 者：他の方，いかがですか。では，２番の方。 

経験者２：裁判員裁判に参加した感想としては，参加して，経験できて良かったと

思ってます。自分でやってみたいと言ってみても，参加できるわけでは

ないので，貴重な体験になりました。また，自分が今回経験したことを

身近な人に伝えて，積極的にこの裁判員裁判に参加してもらえるように

していかなければなということをすごく実感しました。それから，テレ

ビやインターネットとかで報道されている事件とか，その辺をすごく身

近に感じるようになりました。いつでも自分や家族に起こり得る事件と

かを今回担当したので，他人事でもないと，自分が被害者とか加害者に

なるということをリアルな現実というか，リアルに感じることができま

した。この裁判員制度というのが，裁判を身近なものとかにしたり，日

常で起こっているような事件とかを市民の目線で考えて意見を言うこと

で判決や量刑に影響されるので，自分は，非常に目的は達成できたのか

なというのが，裁判員裁判に参加しての感想です。 

司 会 者：では，４番の方，お願いします。 

経験者４：私も，裁判員裁判に参加して，今まで，裁判所というのは自分に関係な

い所ということで，行くこともないし，全然関わりもないような所から

来ましたからですね。しかし，やはり，この裁判員裁判になってから，

今まで関心がなかったのが関心を持つようになって，新聞なんかも，今

までは事件とか判決とかも書いてあったけど，その中身まで詳しく読ん

だりとか全然してなかったけど，しかしやはり，何年とかいろいろ書い
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てあるのを見て，ああ，身近になったというような感じですね。やはり

何でも参加してみないと分からないから，非常に良い経験をさせてもら

ったと思ってます。以上です。 

司 会 者：６番の方，いかがですか。 

経験者６：参加して，選ばれたときに，すごく嫌だっていう，やっぱり，頭の中に，

人を罪に陥れるんじゃないかっていう，そういう懸念があって。選任さ

れて４日ぐらいしかなかったんですけど，罪に陥れることに対してすご

く葛藤がありまして，寝れないこともあったんですけど，選ばれた以上

は，これは義務だからということで参加してみたんですけど，思ってい

たよりも，責任感というか，そういうのはなくて。やっぱり，皆さんの

言葉の壁っていうのがすごく大きかったのは，偽りないことなんですけ

ど，それはもう，僕たちは法律に関しては全く素人ですから。ただ，裁

判員裁判っていうのは，やっぱり，これからもっともっと広げていって

ほしいなっていうのが一番最後の感想でした。それと，裁判自体が，人

を罪に陥れるっていうふうに僕は理解してたのが，逆だったっていうこ

とをだんだん感じてきて，４日目ぐらいから感じてきまして。最後の記

者会見のときにも言ったんですけど，裁判で量刑っていうのは人を助け

ることだと，逆に執行猶予は付けない方が良いということを，個人的な

意見ですけども，執行猶予は付けない方が良い，その代わりに収監され

るとプラスされるから，３年間で反省，４年間で反省，５年間で反省す

ることによって，その間は悪いことを防げる，ある意味人を助けること

じゃないか，そういうふうに考え方が変わってきました。それと，テレ

ビとかでよく実刑何年っていうのが，あれはこういうふうになって決ま

ったんだなと，そういう何か，簡単な事例に対しての，これだったら３

年ぐらいかなとか，よく家族の中でそういう会話が飛び交うようになっ

たというか，会社でもです。ただ，当たったときは，余談ですけど，め
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ったに当たらないから，宝くじ買ってということで皆さんから大分頼ま

れたんですけど，そんなことはないからと言って。全国で４万ぐらいし

かいない中の一人だっていうことで，今はすごく誇りに思っております。 

司 会 者：６番の方，言葉の壁ということをおっしゃったんですけど，それをも

う少し説明を。言葉の壁に戸惑ったというのはどういうことでしょうか。 

経験者６：最初に，裁判長が冒頭陳述から入りますと。冒頭陳述って何じゃろうか

と，その辺から，もうドキドキドキドキして，血圧は上がるわ興奮はす

るわで，安定剤か何か飲もうかなと。実際，法廷に入ったときは，もう

顔を上げた瞬間，壇上から見て，もう真っ白でですね。できたらすみま

せん一旦引っこんで深呼吸して良いですかっていうぐらい。いろんな法

曹関係の方，専門語で，裁判所だから話されますので，僕たちに話され

てるわけじゃないですから。いろんなことでやっぱり，まず冒頭陳述が

何だろうかと，だけど，スマホがないから引く時間もないしということ

で。いろいろ，裁判官の方がこうだよって，ちょっとメモに書いてもら

って。それから，ずっと日を追っていくごとにだんだん，量刑とか，僕

たちだったら罰則とかいう言葉を使うのに，量刑がとかって，量刑って

何だろうかとかですね。そういう専門的な言葉を，ちょっとこれは，僕

のは感想でもあるけど，お願いでもあるんですけど，法律を，法曹関係

の方が出されるときはそれで通じるんでしょうけど，僕たちにしてみれ

ば，鹿児島の方と札幌の方が話されてるような感じにしか聞こえないと

ころが何か所かあったので，その辺，もう少し素人に分かりやすい法律

っていうか，そういうふうな身近なものにすれば，もっともっと理解で

きたところがあるんじゃないかと思います。 

司 会 者：ありがとうございました。非常に大切な御指摘でしたね。これから私

たちは本当に気を付けていかないといけないということが感じられまし

た。５番の方，この話は守秘義務違反にはならないと思いますが，同じ
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裁判員の方ともいろいろやり取りがあったというエピソードがございま

したね。それを紹介していただけませんか。 

経験者５：実は話したかったんですけど，時間がないかなと思ってやめたんですけ

ど。実は，私のグループの中のお一人が，２４名の中に選ばれた，断る

つもりだったけど，またその中から当たってしまった，もう仕方がない

と，もうちょっとで７０歳になるから断ろうとも思ったけどっていうよ

うな，いろんなことをおっしゃってましたけど。その中で，まず最初は

そういうふうなことで，何かちょっと感じの違う方がいらっしゃった，

ふてくされてではないですけど，そんな感じだったんですけど。帰りは

途中まで一緒に話しながら帰ったんですけど，ずっと評議を重ねるうち

に，そういうふうな感じだった方が，最後には，積極的にいろんなこと

を自分でお話しをされてましてですね。僕は，そういうふうにしてやっ

ていくうちに，少し和んでこられたんじゃないかなというふうに思いま

して。これは，やはりそういうふうに，もうなりたくないと思っても，

少しずつそういうふうなことがありまして，馴染んでいったんじゃない

かなと僕は思うんですけども。私，いろいろ話すんですけど，いや，そ

んな，裁判員制度になってから，例えばだけど，ひどい判決を下したら，

俺，絶対，重荷を負って一生を生きていかないといけないからそういう

ことはしたくないって，そういうふうな方が，いろんな方がいらっしゃ

いますけど，やはり，ちょっとしたきっかけで変わるんじゃないかなと，

僕は思いましたですね。最初は，絶対嫌というようなことだったんです

けど，評議を重ねるうちに，ずっと何日かしましたら，和んでいったと

いうふうなことがありますから，ちょっとしたきっかけでも，やっぱり

人は変わるんじゃないかなと思いましたですね。その中で，保護司のお

話もいろんなことが出まして。裁判員の方から，保護司って何っていう

ような，保護観察って何っていうふうなことがありましたけど，裁判官
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の方が保護観察はこういうもの，保護司はこういうものっていうふうに

説明されましたけど，僕たち裁判員の中でも，そういうふうな，いろん

な保護司に関しての話はしてたんですけど，わあ，保護司ってなりたく

ない，そんな仕事をよくするねなんておっしゃいましたけど，そういう

ふうな，誰もしたくないんだけど大変な仕事なんだなっていうふうには

理解していただいたことだけでも良かったなということを感じておりま

す。すみません，長くなりました。 

 

２ 審理 

司 会 者：皆さんに，裁判員としてお務めいただいた意見や感想を聞かせていた

だきました。ありがとうございました。それでは，次に，審理のほうに

入っていきたいと思います。裁判員裁判では，法廷で見て聞いて分かる

裁判というものを目指しているところです。皆さん，法廷で，検察官の

話，証拠の説明，それから弁護人の説明等を聞いた経験で，分かりにく

かった点やこういった工夫があっても良いのではないかと思った点，こ

の点の工夫は分かりやすくて良かったと感じた点など，具体的に話をし

ていただければ大変ありがたいなと思っております。順番に振り返って

いただきたいと思うんですが，最初に，先ほど６番の方からいきなり冒

頭陳述という言葉が出て驚いたという話がありましたけれど，初めに検

察官と弁護人が，冒頭陳述といって，事件の検察官なり弁護人なりの見

立てと言いますか，検察官はこの事件をこういうふうに見ていますよと

いう説明をします。それから，弁護人は弁護人の立場から，この事件は

こういう事件ですよというふうな，そういう初めの冒頭に説明があった

と思います。この辺の，最初の事件についての検察官や弁護人の説明で

すね。それを聞いていて，分かりやすかったかどうかということについ

てはいかがだったでしょうか。事件が頭にすっと入ってきて，すっと入
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っていけたかどうかというのは。１番の方。 

経験者１：自分が担当した事件は，検察官の方は，我々の裁判員の方を向いて，ゆ

っくり，何回か同じことを言いながら言われてたので，自分は分かりや

すかったです。 

司 会 者：１番の方は，傷害致死で，父親が子供を死亡させたという事件で，正

当防衛が成立するかどうか，そういう事件だったんですかね。 

経験者１：はい。 

司 会 者：最初の検察官の説明は分かりやすかったということですか。２番の方，

よろしいですか。２番の方の事件は，路上強盗を４件繰り返した事件な

んですね。その辺，いかがだったですか。最初の説明は分かりやすかっ

たですか。今回の事件はどんな事件なんだろうと。 

経験者２：長くなるんですが，４件起訴されていて，手口がほとんど似たような感

じだったんですけど，４件全部，細かく説明されてたので，ちょっと長

く感じてしまって。それに，僅かな，一件一件は多分違ったと思うんで

すけど，違いというのが何かよく分からなくなってきたということがあ

ります。似たような説明が多いので，要約してもらったり，省略しても

らって，被害者が怪我をしたとかしてないとか，そういったところで重

罪になるとか，その判断の材料をくれるような感じの方が分かりやすい

かなと思いました。 

司 会 者：似たような路上強盗だったものですから，一つ一つの事件の特徴とい

うのが分かりにくかったというところがありますかね。４番の方は，こ

の事件は私の部で担当した事件で，論点がたくさんありまして，まず放

火というのが事件なのかどうかというか，犯罪行為として行われたもの

なのかどうか，被告人は本当に犯人なのかどうか。それから，火の回り

方がどういうふうに，家の中で火がどういうふうに回っていったかです

ね。それから，アルコールの影響で責任能力がどうだったのかというふ



- 10 - 

うな判断能力ですね，判断能力が低下していたのかどうか。そういう事

件なんですけれども，最初の検察官の説明，あるいは弁護人の説明はい

かがでしたか。 

経験者４：一般的に考えて，今，犯罪を犯した人というんですか，少しでも刑を軽

くしてもらおうということで，ほとんど，新聞とかを見ると，そのとき

の責任能力ですかね，著しく心神喪失していたとか，そういうのが多い

ですもんね。それで，今回の事件というのが，検察官の方は責任能力が

あると言われるし，弁護士の方は，いや，偶発的なもので責任能力はな

いというふうに，いろいろ，精神科医の人の話とか，二通りありますけ

ど。しかし，一般的に社会通念上，普通の人がこう考えた場合，これは

ちょっとおかしいんじゃないだろうかということで，実刑判決が出まし

たけど。私なんかが思うんですけど，責任能力がない人を社会に野放し

にしといたら，早く言えば他の人が迷惑するんですからね，その事件に

巻き込まれた方とか，被害に遭った方がですね。でも，そういう方が，

責任能力がないからといって，またちょっとして出てくるとかなったら，

やはり，そこら辺を，今は心とか，いろいろ発達障害とか，いろいろそ

ういった分で，心のですかね，そういうのをやっぱり，今，社会全体が

考えないといけないのかなというふうにも考えたんですけどね。以上で

す。 

司 会 者：５番の方は，殺人未遂で，息子がお父さんを手にかけたという事件で

すね。事件の説明自体はどうでしたか。最初の検察官の説明は，分かり

やすかったでしょうか。 

経験者５：検察官の方は，とにかく，裁判員の方がいらっしゃるから，私にいつも

目が合うんですね。目が合って，何かゆっくり話すような感じでやって

おりましたですね。事件が，弁護人と検事とやり合うような感じじゃな

かったですね。両方ともそういうふうなことがなくて，これはどうしよ
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うかというふうな，これは同情っていうふうな感じが両方，弁護人から

も検察官からも，何か感じ取れましたですね。こちら見てましたから，

そういうふうな感じ，生活環境がこういうふうになったからもうこれは

っていうふうな感じがありました。そっちのほうから，弁護人の話から

でも，検察官の方からの話からでも，そういうふうな感じが，素人でも

そういうふうな感じが伝わってきましたですね。ゆっくり話してありま

したから，聞き取りやすかったです。 

司 会 者：事件にすっと入っていけたというふうな感想ですかね。 

経験者５：はい。 

司 会 者：６番の方は，傷害致死でして，これは，お姉さん夫婦の夫婦喧嘩に，

お姉さんの弟である被告人が仲裁に入って，そして，そこで，お姉さん

の夫と弟さんとが喧嘩状態になったという，そういうケースだったです

ね。事案の説明は分かりやすかったですか。 

経験者６：最初，やっぱり冒頭陳述ですから，緊張があってですね。私自身かも知

れませんけど。とにかくメモを取らないといけないということで，一生

懸命だったという。割と，ちょっと語弊があったらすみません，狭い部

屋で，同じ部屋を二，三回，加害者の方が殴りに行ったり，被害者の方

が殴りに行ったりして，それが説明されるんですけど，２回目に加害者

が殴ったのか，３回目に殴ったのかっていうのが，そこら辺が聞くだけ

の余裕がなくて，簞笥に打ちつけたり，壁に打ちつけたりっていうとこ

ろで，簞笥なのか壁なのかも分からなくて，評議の途中，そういうのが

かなり疑問点として出てですね。だから，ちょっと私，検察側の方と，

これからの裁判員のやり方に対してのお願いなんですけど，評議の途中

で疑問が出たとしますね，仮定したときに，冒頭陳述だけじゃなくて。

例えば裁判長命令で，電話でも良いし，ファックスでも良いし，検察側

にもう一回質問できる場所を作っていただければ，本当に，皆さんもそ
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うだったと思うんですけど，裁判官とかは慣れてらっしゃるでしょうけ

ど，素人の方が壇上に立つと，本当に何も分からないんですよね。その

中で，大事な意見を聞けって，僕が頭が悪いかも知れないんですけど，

大事な意見を聞けって言われても，それどころじゃないんですよね，私

にとっては。だから，評議の中で，今までは裁判員っていうのは，そこ

だけでも検察側の意見は聞けないんだということじゃなくて，例えば僕

たちの場合は，評議が１日で，約半分以上ありましたから，例えば，１

日目に出た疑問に対しての質問っていうのは，検察側にファックスなり

電話なりで，今はもう通信も発達してますから，こういうのが出たんだ

と，もうちょっと詳しい資料を送ってもらえないかとか，そういうふう

なのが，やっぱり，これからもっと，やっていく以上，正当な正しい判

断，量刑を下すんだったら，そのぐらいのことはやってほしいなと。た

だ，疑問を残したままの状態で量刑は下したくないというのが，僕の意

見です。 

司 会 者：今のは，初めの冒頭陳述も含めた証拠調べ全体についての意見，感想

ということになりますかね。そうしますと，重要な指摘を頂きまして，

法廷で見て聞いて分かる裁判というのを目指しているわけなんですが，

その点からしますと，我々法曹は少し反省しなきゃいけないんじゃない

かなという指摘が出たんですが。今，検察官の話が出ましたので，福田

検事，その辺について，コメントはいかがですか。 

検 察 官：今，冒頭陳述，一番皆さん緊張した中で，検察官のほうで，検察官の

事件の見立てとか，証拠によってどんな事実を証明しようとするかとか

を説明しますけども。その際に，一応，冒頭陳述メモっていうペーパー

をお渡ししてるんですが。どうでしょう，皆さん，やっぱりペーパーを

見ながら検察官の話も聞くという形になるんでしょうかね。その辺は，

どうですか。やっぱりペーパーは，あった方が，最初からあった方が良
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いということですかね。専ら検察官の話を聞いた後で配布するとか，そ

ういう方法もあるんですが，ペーパーがあった方が良いということです

か。 

経験者１：大体頭の中に入っていて，また聞くから。 

司 会 者：次は，２番の方，分かりにくいところが，同じような事件が４つあっ

てということでしたが，例えば，もうちょっと冒頭陳述メモを工夫した

方が良いとか，そういうところはあるんでしょうか。 

経験者２：そうですね。違いというか，特徴の所だけをもうちょっと書き出すとい

うか。似たようなのが並んでたので，ああ，どれもこれも一緒だなとか

いうのが，最初から思ってて，それで，もう全部受け付けないというか，

余り，まあ一緒なのかなぐらいで，最初の１件だけ聞いた後は，もう３

件ともずっと流したような感じだったので。 

検 察 官：わかりました，参考になりました。 

司 会 者：それでは次に，検察官，弁護人から，証拠調べのときに書面の内容を

読んだりするという手続があったと思うんですが，あの書面の内容を読

む証拠調べのときに，証拠の説明を聞いて，その書面の内容というのは

すっと頭に入ってきましたか。そこのところの感想を聞かせていただき

たいんですけれど。証人調べではない，証拠書類を，甲何号証を読みま

すみたいな感じの，これはこういう書面です，こういう内容です，今か

ら読みますという形で書面の内容を読む手続があったと思うんですが，

あの辺の証拠調べは，皆さん，どういう内容の証拠なのかというのは，

聞いていて分かりやすかったですか。 

経験者６：証拠の方は，写真と文章もありましたので，非常に分かりやすかったん

ですけど。写真が，今，すごくマスコミでも問題になってますけど，僕

らの場合，そんなに大量出血でもなかったし，僕は仕事柄，出血状況は

よく仕事で見てますので，そうでもなかったんですけど。やっぱり目を
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つぶってくださいとか，ちょっと顔を背けて良いですよっていうのがあ

りましたので。だけど，文章に関しては分かりやすかったと思います。 

経験者５：すみません，一点だけですけど，これは裁判官の方に確認したんですけ

ど，陳述の中にですね，刺した相手方の血液型の血液の鑑定とか，何型

かっていう説明はなかったんですよ。それで，なぜなかったのかってい

うようなことでお聞きしたんだけど，こういう場合はそこまでっていう

ようなことで，私は必ずあるもんだっていうことで頭の中にありました

から，なぜなかったのかなと思っていたんですけど。 

司 会 者：５番の方，殺人未遂の事件ですよね。その関係で，特に血液型が，証

拠上必要な場合には，やはり血液型は鑑定をして，鑑定書が出てくると

思うんですが，おそらくこのケースで，殺人未遂ということで，そこま

での証拠は必要ないというところで，検察官の方もそういう証拠は請求

していないんだろうと思いますね。裁判所も採用してなかったんだと思

います。 

経験者５：素人ですから，そこまで考えてました。 

司 会 者：そういう疑問も，やはり審理の途中にも出していただくというのは大

事だと思うんですね。なぜここまでしか調べないのかというところを聞

いていただいて，そうすると，裁判で必要な証拠というのはこういうと

ころで，こういった証拠で裁判してますよという説明がおそらくあると

思いますので，皆さん，その点で納得していただけるかなと思いますの

で。その点，どうして調べないんですかという，その辺は皆さん，常に

疑問がある点はあると思うんですよ。どうしてここまでしか調べないん

ですかという点があると思いますね。その辺の疑問や質問もあると思い

ますので。私もよく聞かれます。どうしてこういうような証拠は調べて

ないんですかということがありますけども，今回の事件はこういう事件

で，検察官も，これだけの証拠で証明できるという判断をお持ちでいる
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んだと思います，裁判所の方も，この事件であれば，そのための証拠は

これで，それで事実が認定できると判断していますみたいな説明をする

と思います。他には，書証を読んで調べる証拠調べの方法について，意

見や感想はございませんか。特にありませんか。 

経験者４：私のところは，放火だったわけなんですよね。それで，シンナーの引火

性ですね，そういうのがいろいろ焦点に，どこからどうというふうにと。

あの中で，シンナーがどれだけの引火性があるかという，そういうふう

なのをですね，参考に取ったのを見せられたら良かったんじゃないかな

というふうな感じを。何ｃｃで，もしシンナーが引火したら，これだけ

の火力があるんですよっていう感じのですね。そういうところが気付い

た点ですね。 

司 会 者：証拠を読んで説明する証拠調べの関係については，他に皆さん，御意

見や感想ございませんか，そのくらいでよろしいですか。それでは，次

に証人尋問に移っていきたいと思いますが，今回，まず１番の方が傷害

致死で，お父さんが子供に対してということで，やはり家族の問題で，

家族の方が証人として出てきましたね。それから，２番の方は強盗致傷，

これは証人はなかったですかね。被告人質問はあった。４番の方が，こ

れは精神科のアルコールの鑑定をしたお医者さんお二人に，それぞれ意

見が分かれた，この辺の証人尋問がございました。それから，５番の方

は，子供が父親に手をかけたという殺人未遂，これも家族のいろいろな

事情があったケースで，証人尋問もあったと思います。６番の方も傷害

致死，これは，やはり正に，お姉さん夫婦の喧嘩に弟さんが入っていっ

たという，これも家族の事件ということで，証人尋問があったと思うん

ですが，その証人尋問を思い返していただいて，証人尋問が，証人の話

を聞いていて分かりやすかったか，この証人に何を聞いているのか，何

を説明させたいのかというところが，聞いていて分かりやすかったかど



- 16 - 

うかというところなんですね。この感想を聞かせていただきたいんです

けれど。ちょっと思い返していただいて。いかがですか。 

経験者６：自分が覚えているのが，被告人の方の奥さんが状況とか説明されたんで

すよね，だから，自分の息子，余り変わらない位の年代がいるもんだか

ら，大変やなと聞いていたんですよね。ストーブば投げ付けて，息子が

父親に投げ付けたりとか，無銭飲食とか，暴力とか，そういう説明を奥

さんがされたんですよ。だから，お父さんが息子を殺すことになったん

ですけど，自分は，やっぱり被告人の立場になったら，なったらと言う

か，こっちから見ていたら，殺してはいるけど，家庭の状況が，自分で

も，最初はお父さんが殺したんだろうと思ってたですね。だから，自分

も同じ，多分，息子が精神的にもおかしかったら，自分も同じあれなら

殺すかも知れないなと思ってですね。そんなふうにして聞いていたんで

すよね。だから，そういう，奥さんが家庭の状況を説明していたものだ

から，だから，大変だなと思って聞いてましたけどね。内容は分かった

です，いろいろ，奥さんのお話は。 

司 会 者：分かりやすかったですか。 

経験者６：はい。 

司 会 者：４番の方，精神科のお医者さんお二人の話ですね，そのお二人の話を

聞いてて，分かりやすかったですか。 

経験者４：裁判所の方の方が頼んだ精神科医の先生は，被告人を自分の病院でずっ

と観察して言われてたし，もう一方の方は，そういうふうに直接本人を

病院で見てるんじゃないけど，ただ，いろいろな所見で話されていたけ

ど，普通，一般的に考えたら，直接そうやってずっと観察していた方が

当たるんじゃないだろうかというふうに，大体，普通思うけど，しかし，

私たち裁判員というのは，いや，そうやって，どっちを信用というのか，

なかなかそこら辺が，お医者さんじゃないからですね。ただ，あとは御
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本人が，そのとき心神喪失していたら，それこそ無罪でですね。といっ

て，もう一方は，いや責任能力があるとなったら，放火で建造物で，人

が住んでる所だったら５年とか言われるから。そこの開きというのがで

すね，執行猶予が付くのか，５年の実刑になるのかというのがですね。

そこら辺が，やはり，やっぱり１か月間だったら１か月間入れて，そし

て，同じフェアな感じでされなかったのかなというのが，ちょっとそこ

ら辺が疑問に思ったということですね。 

司 会 者：お医者さんの方は，言葉を聞いていて，法廷で説明を聞いていて，言

葉が難しすぎたとか，その辺の意見，感想なりはいかがですか。 

経験者４：それは，専門用語とか使われたら，やはり私たちも分からないから，そ

れで，この裁判員裁判というのは，やっぱりそこの業界の言葉じゃなく

て，一般の人たちが分かるような言葉に直して話してもらった方が聞き

やすいという感じを受けますね。 

司 会 者：この間のはどうでしたか，お医者さんの話を聞いていて。 

経験者１：お医者さんは，両方とも，なるほどなというふうに言われますからね，

両方とも，自分の考え方で言われますから。そしたら，考えたら，どっ

ちがどうなんだろうかなというふうに，やっぱり素人は，それは迷いま

すよね。 

司 会 者：と言うことは，中身は理解できて，結局どっちなんだろうと迷ったと

いうことになりますかね。 

経験者４：はい。 

司 会 者：ありがとうございます。５番の方はいかがでしたか。この証人尋問，

話を聞いて，その尋問が分かりやすいかどうか，あるいはもう少しこの

辺を工夫したら良かったのではないかというような，何か意見や感想は

ございますか。 

経験者５：全体的には，ゆっくり話してありますし，大体自分は分かったというと
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ころがありますけど。証人の方が出てこられまして，いろんな説明，同

情的な話をされておりましたけど，その割には，なかなか帰住地が決ま

らない，そういうふうなのは何で決まらないんだろうかと。やはり，例

えばそれを，保護観察になりますから，ちゃんとしなくちゃいけないと

なりますから，帰住地が決まらないのは何でだろうか，自分の母親も，

おじさんもいらっしゃるのに何でだろうかっていうふうな疑問は受けま

したですね。 

司 会 者：趣旨がよく分からないような質問とか，そういうものはありませんで

したか。６番の方，傷害致死の家族の喧嘩ですけれども，どうでしたか，

証人尋問は。 

経験者６：証人の方が２名出席，参加されたんですけど，一人の方は長年のお友達

で，お坊さんをされているということで，そういうことをする人間だと

思ってなかったということで，それは当然かなと思いながら聞いてたん

だけど。２番目に出られた方は，娘さん，実の娘さんだった。この方は，

物心がついた頃からお父さんはいなかったということで，最初に娘さん

が言われてたのは，父らしい死に方をしたと言われたので。それは，僕，

聞いたんですよ，父らしい死に方っていうのはどういう死に方なんです

か，人間って，死に方の定則ってないんじゃないですかって聞いたら，

いや，この人はお酒飲んで絶対人生狂わせると思ったっていう発言で。

最後に，皆さん方に希望することは，量刑でも極刑を望みますと。娘さ

んです，実の娘さんですよ。それで，証人の言ってることが真反対なん

です。本当に，検察官側と弁護側で違ったので，ちょっと証人が分かれ

てしまったので，そこはちょっと，非常に戸惑ったところはありました。 

司 会 者：尋問の中身自体は分かりやすかったということになりますかね。 

経験者６：そうですね。的確に答えは頂きました。 

司 会 者：証人尋問とか書証の調べについて，鍋嶋先生，福田検察官，何か裁判
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員の方に聞きたいことなど，何かございますか。 

弁 護 士：鍋嶋の方から伺いますけども，例えば否認をされてる事件でしたら，

多分，検察官は，自分が取調べの段階で，事情聴取の中で聞かれたこと

に沿って聞くと。それに対して，当然，弁護人としては，この人の言っ

てることは信用できるかなという観点からお聞きするので，持って回っ

たような，記憶違いじゃないですかみたいな，そういう質問をすること

があろうかと思います。そういう質問というのは，それこそ何のために

聞いてるんだろうというのは，先ほど同じ趣旨の話がありましたけども，

もう一度，そういうのはございませんでしたか，つまり弁護人自身は何

が聞きたいのかなという場面は，皆さん，御経験なさらなかったかなと

思うんです。これは，別に否認事件じゃなくて，情状を争う事件でもそ

うだと思いますけど，聞かせていただければと思いますが。 

司 会 者：要するに何が聞きたいんだろうという，趣旨がよく分からない質問と

いうことですかね。 

経験者４：私のほうのときの弁護士さんが，主任弁護士さんともう一人おられまし

て，弁護士さんもむきになって言われたりするので，そういうふうに言

われると，私たち裁判員っていうのは，何か印象を，やはり弁護士さん

っていうのは飽くまで弁護士であるんですから，そこら辺の印象が悪い

ような感じの言い方とか，ちょっと挑発的な言い方とか，そういうもの

はやっぱり慎むべきじゃないだろうかなというふうには感じたんですよ

ね。なかなかそういうふうに，受け答えでですね，そこら辺がちょっと

感じました。 

司 会 者：証人尋問のときの質問する人の態度というか，そういう質問の雰囲気

と言いますか，そういうものですかね。 

経験者５：私の場合はありませんでした。両方とも，そんな感じじゃなかったです

ね。同情的なような感じがしましたですね。本当に，この息子は大変だ
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ったって，お父さんも反省しきりだったですね。いや，もう，私が悪か

ったっていうふうなお話をされてまして，全然そんな感じじゃなかった

からですね。弁護士さんのお話も，検察官のお話も，本当にこの息子は

大変だったろうなっていうような感じが受けて取れましたから，そんな

ことは全然ありませんでした。 

経験者６：僕の裁判のときに言われたんですけど，弁護士さん，国選の方でいらっ

しゃったんですけど，自分が質問されたことに対して，自分が回答され

るんです。こうこうこういうことがありましたけど，それは，こうこう

こうでこういうことをされたんですか，それとも，こうこうこうでこう

なんですかじゃなくて，それはこうこうこうでこうされたんですよねっ

ていうのが３回あったんですよ。自分で答え出すぐらいだったら聞かな

くてもいいんじゃないかなと思ったんですけど。 

弁 護 士：それは証人の方に対してですかね。 

経験者６：はい，そうです。 

弁 護 士：それは，先に検察官の方が質問されたんですか。 

経験者６：いや，弁護士さんの方から，弁護士さんの質問のときに，あなたはこう

こうこうでしたけど，それはこうこうこうですよねって。答えが出てる

わけですね，既に弁護士さんの頭の中では。それは，弁護士さんが答え

るべきじゃなくて，参考人なり被告なりが答えることで，それが，僕の

記憶では３か所ぐらいあったので，弁護士さんって何で自分で答え出し

て聞くのかなって，そう印象づいたんですけどもね。 

弁 護 士：主尋問だったのか，反対尋問だったのか，争いがないってことなのか，

ちょっと分からないので一概には言えませんけども，争いがあるところ

は，そういう聞き方は少なくともしないようには心掛けてるつもりでご

ざいますけども，なかなか時間に追われてくると焦るところも事実であ

ると思いますので。 
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司 会 者：他に，証人尋問で何かありませんか。証人尋問で，他は特にございま

せんか。それでは，次に，被告人質問がすべての事件で行われたと思い

ますので２番の方にも入っていただいて，特に弁護人の方から先に被告

人質問をすると思うんですが，その辺の質問について，趣旨不明な質問

とか，どういうつもりで言ってるんだろうとか，あるいは，どういう情

状面を立証しているんだろうとかですね。そういった被告人質問につい

ての感想，意見などがございましたら。今回は，結構家族の中の事件と

いうのが多かったので，被告人の話を興味を持って聞けたのではないか

なと思うんですが。被告人質問についての感想はいかがですか。被告人

によっては，口下手でうまく話せないというような人もいるのですけれ

ども，そういった被告人はありませんでしたか。口下手で自分の言いた

いことをうまく言えないタイプの人というような，そういうケースはご

ざいませんでしたか。皆さん，被告人は大体自分の言いたいことを言え

る，話せるタイプの被告人でしたか。 

経験者２：余り複雑な事件じゃなかったと思うので，分かりやすかったです，非常

に。何となく言わされてるとか，聞いたら，余り信用できないなってい

うのは，ちょっと印象に残ったっていう感じです。 

司 会 者：もう少し具体的に言っていただくと，どういう点なんでしょうか。話

してる内容が信用しづらいような中身の話，展開ということでしょうか。 

経験者２：何か弁護士さんの方から作ってるのかなみたいな，何となく。強盗致傷

だったんですけれども，お金目的なのかなとか思ってたんですけど，前

の彼女にふられてそれで嫌がらせをしたいとかそういった感じだったの

で，自分的には単純にお金目的で事件に及んだっていうふうに言っても

らった方がすっと入れたので，何かちょっと回りくどい形になって，ち

ょっと信用できないなっていうふうに思ったんです。 

司 会 者：その点は，弁護士さんがフォローに入るようなところはありましたか。
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大体被告人が話すのに任せきりという，そういうところですか。 

経験者２：そうですね，はい。 

司 会 者：他に，被告人質問で何か感想はないですか。 

経験者４：私の事件も，バーボンウイスキーのジャックダニエルを飲んで，そして，

ふらふらと歩いていって，ふらっと入ってというふうな，そういった事

件だったんですけど。そして，火を付けたか付けなかったかとか，その

時はお酒飲んでるから全然分からなかったとかですね。それで，本人も，

自分に不利になるようなことは言いませんから，全然。それで，飲んだ

所から火を付けた所までどうやって行ったのかというのもですね，そう

いった場合，もし，今は防犯カメラというのが大分どこにもついてるか

ら，そのとき，やっぱり検察の方がその防犯カメラにこうやって映って，

こういう感じで歩いていってたんですよって，最後の逃げたところだけ

は，追い掛けてた人が，どういうふうにして逃げて行ったのかが分かる

けど，話されたけど，やっぱりそこら辺も，もし，どういう感じでどう

いうルートでそこまで来たかというのが，そこら辺があったらもっと良

かったんじゃないかなと思ったんですけどね。 

司 会 者：被告人自身が，どういうふうに歩いて行ったかまったく覚えていない

というところなので，中間の記憶がなかったんでしたよね。 

経験者４：本当に通ってるのか，通ってないのかですね。 

司 会 者：分かりにくかったですね，記憶がないって言うもんですからね。それ

では，被告人質問の後，証拠調べがすべて終わって，そして最後に，検

察官が，論告求刑という，事件のまとめである論告，刑はどのぐらいの

刑が相当だというような求刑をし，その後に，弁護士さんの最終弁論が

あって，この事件について弁護人としてはこう考えていて，弁護士さん

自身は刑をどれぐらいにするのが相当と考えているといった弁論がある

と思うんですが。そういった検察官の論告と弁護人の弁論，この辺のま
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とめ方について，意見や感想がございましたら，ちょっと聞かせていた

だければと思うんですが。まず，検察官の論告，まとめの意見ですね，

最終的な。まとめの意見について，何か意見や感想ございますか。１番

の方，どうぞ。 

経験者１：検察官の方は，もう最初から殺人のような感じで進められているから，

そういうふうなまとめになっていきましたね，殺人だから懲役何年と。

弁護人の方は，やっぱりそれを助けるほうだから，全然，無罪のほうに

持って行くというまとめですよね。だから，その話自体は，ゆっくり，

こっち向いて話してくれるので分かるんですけど，検察官の方は，殺人

と決めて話しているという感じですよね。 

司 会 者：正当防衛が問題になったケースですから，検察官は，こういう事情か

ら今回は正当防衛は成立しませんよという話をしたと思うんですが，そ

の辺の説明は分かりやすかったですか，まとめの説明は。 

経験者１：そうですね。評議で裁判官３人と６人とで話していたら，人の話を聞い

ているうちに，ああこんな感じで人が死んでいるけど無罪の方にもなっ

てくるかなとか，いろいろ考えていましたね。 

司 会 者：それに対して正当防衛が成立しますよという弁護人の最後のまとめの

意見があったと思うんですが，その弁護人の説明は，まとめとして分か

りやすかったですかね。 

経験者１：それを聞いて，そういうこともあるんだろうねと思って，絶対締めない

と死なないと思ってたものだから，でも，その巻き方だと，お父さんが

ガーってこうするわけです，言葉で説明する。そしたら，そういうこと

も起こるんだなと思って。だから，その説明は分かりました。 

司 会 者：４番の方は，争点がたくさんあったんですけれど，検察官の話を聞い

て，大体事件のまとめとして，この争点について検察官はこういうふう

に考えているのかと，その辺は聞いていて整理できましたか。 
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経験者４：話を聞いているとですね，やっぱり，どっちもなるほどなっていうよう

な感じで。検察官の方は，放火と住居侵入と，それと窃盗ですね。その

三つを合計した分で，何年ですよと言う，大体これぐらいが求刑ですよ

というふうに言われるし。また今度，弁護士さんの方に言わせると，一

応そうやって起こしてるけど，それは責任能力が分からなくて，責任能

力がなくてしてるから，これはもう実刑じゃなくて執行猶予ですね，執

行猶予が付く判決ですよというふうに言われますから。そこら辺がやは

り，私たち裁判員と裁判官３人といろいろ話して，その中で，責任能力

がその時あったのかなかったのかなというふうな，そういうところで実

刑ということになりましたけど。 

司 会 者：検察官の話と弁護人の話は，まとめの話とすれば分かりやすかったと

いうことでよろしいですかね。 

経験者４：はい。 

司 会 者：５番の方，いかがですか。最後の検察官の論告求刑，弁護人の方から

の最終弁論について。 

経験者５：私は，分かりやすかったと思います。非常に分かりやすかったと思いま

す。 

司 会 者：６番の方，いかがでしたか。 

経験者６：検察側のまとめは，やっぱり，これとこれとこれと，こうだから何年で

すよという分かりやすい説明だった。弁護士さんの方は，さっき私ちょ

っと落としましたので今度は上げますけど，若い弁護士さんだったんで

すが，最後に，この事件で執行猶予が付かなかったら日本の法曹界から

執行猶予という言葉は削除してほしいと，こうおっしゃったんです。そ

の言葉に，すごく感動しましてね。すばらしい弁護士さんだと，何かあ

ったら私も頼もうかなと。若い方だったんですけど，非常にインパクト

のある強い言葉で，執行猶予が必要だということをおっしゃってました
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ので，それはすごく感動しました，私は。 

 

３ 評議 

司 会 者：その事件のポイントをしっかり押さえた論告であり弁論であれば，や

っぱり皆さんの印象に残るという感想ですね。ありがとうございました。

以上，冒頭陳述から証拠調べ，証人の関係とか被告人質問の関係，そし

て，論告弁論というところの一連の流れについて，皆さんの意見や感想

を聞かせていただきました。次に，法廷から離れまして，評議室に入り

まして，最終的な評議に入りましたね，この評議についての皆さんの意

見や感想を聞かせていただければと思うんですが。その辺，皆さん，評

議について何か意見や感想がございましたら，聞かせていただけません

か。何でも結構です。 

経験者６：最初はやっぱり，評議に入ったときに，刑がどのぐらいかっていうのが

まったく分からない状態で，裁判長に刑が全然分からないんですけどっ

て言ったら，２日，３日目の評議のお昼過ぎぐらいからだんだん分かっ

てきますということをおっしゃってました。確かにだんだん分かってき

まして，次の日，裁判長の顔を見たときに，間違いないと，これだって

いう。そういうふうな指導が上手と言うか，悪く言えば罠にはめられた

かなということなんですけど，分かりやすいやり方，専門用語も当然使

ってありましたけど，やっぱり，流れの中でだんだん分かってくるから

心配しなくて良いよと，だから今日は帰ってゆっくり寝てくださいって

いうようなことだったから，非常に助かりました。 

司 会 者：指導という言葉を裁判員の方はよく使われるんですけれども，決して

誘導はしていないつもりなんですけれど。 

経験者６：誘導はなかったです。方程式みたいなのがあるんだなと。 

司 会 者：刑を決めることで，ですか。 
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経験者６：はい。 

裁 判 官：私はやってるんですが，刑を決めるプロセスや手順みたいなことの説

明は途中で多分すると思うんですが，そういう説明があったという理解

でよろしいですかね。 

経験者６：そうです，はい。 

経験者５：私の話なんですけど，まず最初，私自身は分からないんですよね，裁判

員になってから，全然，こういうふうな刑は大体何年ぐらいかっていう

のが分かりませんから，すみませんけどデータがありましたら出してく

ださいということで裁判官の方にお願いして，こういうふうな事件だっ

たら裁判例としてこういうふうなものがありますと。その辺りはデータ

を出していただきまして，ああ，こういうものかっていうようなことで，

大体大まかな，ああ，こういうふうにしてなってるんだなっていうこと

は分かりました。全然分かりませんでしたからですね。後で，その中で，

まず執行猶予が付いたらっていうようなことはありましたけど，私も冒

頭で保護司っていうふうな言葉を出しましたけど，その中で，いろんな

ことで，執行猶予期間中にやった方はいらっしゃいますから，また取り

消されて，そういうことはありますので，一，二年でも，執行猶予が付

いて，出てからまた悪いことをした，近くの住民の方がおっしゃるんで

すよ，また出てきてから，またやったらこれは大変なことになるから，

こんなことはっていうようなことで，もう少し入れといて，また出して

っていうようになると，ちょっと期間をしとかないと，これは大変なこ

とになるなっていうことは，いろんな方の情報から，そう言われました。 

司 会 者：他に何かいかがですか。評議についての意見，感想ですが。 

経験者４：私のときも，今までの判例ですかね，こういった事件は今までこうやっ

て出てますっていうのを，一杯出してありましたからですね。それも，

やはり幅というのが，同じ事件でも幅があって，そして，やはりプロの
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３人の方と，私たち素人の６人が，それでいろいろ，どれぐらいかとい

うことを，いろいろ参考にしてですね。やはり，そこら辺，素人の考え

方と，やっぱりプロの見方というのは，若干違いというのがあるのかな

というのは感じましたですね。 

司 会 者：２番の方，どうぞ。 

経験者２：私の担当した裁判は，有罪，無罪を争うのではなくて，量刑はどうかっ

ていうことだったので，求刑に対して何年が妥当かっていうことを話し

合いました。過去の判例で何年になってるかっていうのを紹介してもら

ったので，すごい，それを参考にして判決を出すことができました。評

議自体は十分な議論ができたと思ってます。結構，感情的になるような

こともあったんですけど，これ以上ないなっていうぐらい議論は出尽く

したと思っております。 

司 会 者：どうですか。評議の時間とか，自分の意見が十分に言えたかとか，そ

の辺はいかがですか。１番の方，よろしいですか。 

経験者１：評議は，みんな活発に，割とみんな意見を言ってましたね。黙っていた

ら言いにくいけど，みんな言ってるから言いやすかったんですよ。裁判

長の野島さんとか，みんな，普通，法廷じゃあまったく笑顔にならない

ですけど，ああいう所では普通の感じでしゃべれて良かったですね。刑

の方は，全然自分は何年か分からない，あの紙には３年か４年って書い

てあったんですよね，私の場合は亡くなってますからね，殺す気がなか

ったということだったから。でも，正当防衛になったら無罪ですよって

いうふうな部分，他の裁判官の人が説明されて，ああ，人が死んでいて

も無罪になる場合もあるんだなと思ってですね。評議のときは，いろい

ろ自分も言いたいことを言って，しゃべりやすかったですね。 

司 会 者：評議の場は，やはり皆さんに遠慮なく意見を言っていただける雰囲気

が一番大切だと私は思ってまして，その点，私共の方も様々な気を遣っ



- 28 - 

ているところなんですが，その点，皆さん，そういう話をすることにつ

いては遠慮なく言えたという感想を持っておられるようなんですが，そ

ういう御感想ですかね。 

経験者６：僕たちは，裁判長，裁判官２人，お昼が全部一緒だったんです，４日間

とも。意外とざっくばらんで，御飯食べてるときの方が本音が出るとい

うか，本音で話せて，それテレビの見過ぎでしょうとか，そこまで発展

するぐらい，裁判官の恋愛の話とか，いろんなプライベートなことまで

突っ込んで。だから，それで次の日から話しやすくなったんです，すご

く，ああ，裁判官の方も普通の方なんだと。今まで，やっぱり話しにく

かったんですけど，だから，これは，皆さんにっていうのはちょっとあ

れかも知れませんけど，極力そういう時間を，コーヒータイムとか，食

事を一緒にするとか，嫌でしょうけど，是非考えていただきたいと思い

ます。 

司 会 者：うちも基本的には一緒なので，２週間の長い間，裁判員の方が却って

嫌になるんじゃないかと思うぐらい，ずっと毎日一緒にお昼を食べてた

んですけれども。大体，どこの部もそういうふうにされてましたですか，

皆さん。お昼は，やはり弁当を食べながら，いろいろ雑談するっていう

のは非常に楽しい時間ですよね。いろんな話ができますし，ああいう時

間も大事かなと思ってるんですが。皆さんもやっぱり，そういう御要望

ですね。お昼は一緒に弁当を食べて，いろいろ雑談して。 

経験者ら：是非。楽しかったです。弁当もおいしかったです。 

経験者５：最後にいろんな話をしまして，例えば裁判以外のこともちょっとお話し

させていただいて，野球選手の話や，ビールを飲む話や，いろんな話が

ありまして，楽しかったです。私，食事して，楽しく過ごせました。 

司 会 者：事件が傷害致死とか殺人未遂とか，そういう事件になりますと，やは

り事件の内容自体が重いものがありますから，弁当の時間とか休憩時間
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に気分転換するのもとても大事なことですね。その点は，うまく気分転

換もできましたか，休憩時間など。休憩も結構，頻繁に取りますでしょ

う。あの辺についての感想はいかがですか。結構，こんなに休むんです

かみたいな形で聞かれる方もいるんですけれども。やっぱり人間の集中

する時間を考えたら，せいぜい４０分か５０分ぐらい集中したらちょっ

と休まないと，次の集中力がありませんからみたいなことも言ってるん

ですけども。どんな感じでしたか，休憩時間の方は。 

経験者１：やっぱり，全然普段する仕事じゃない仕事というか，そんな感じで頻繁

に休憩入れて，そのとき，みんな，裁判員の６人と，自分のときは２人

の補充裁判員も，そのとき，休憩タイムのときに，またいろいろしゃべ

るんですね。だから，そういう休憩が多ければ，そういう普通の意見が，

かしこまったときには言えなくても，やっぱり，コーヒー飲みながら，

ぺらぺらっとこう。ああいう時間は必要と思いましたね。 

経験者４：それと，私のところは，審理が５日と５日で１０日間と，選任手続が１

日で合計１１日だったんです。あれは，その事件事件によって，日にち

はどうやって決めているんですか。 

司 会 者：あれは，予め，公判前整理手続という，要するに準備手続がありまし

て，今回の事件では証人がどのぐらいとか，それから証拠書類ですね，

このぐらいの書類がある，それに，検察官や弁護人に対して，その証拠

調べにどのぐらい時間が掛かりますかと見込み時間を聞いて，そうであ

れば審理の始まりから証拠調べの終わりまで大体２日間ぐらい掛かりま

すねと。そうすると，事件の中身と，争点が，４番の方のときは争点が

たくさんありましたよね，そうしますと，これについては，評議という

のは，何日間か，一つずつ結論を出していかなきゃいけませんから，そ

のためにはどの位の評議時間が必要かということで，審理の見込みを立

てます。そうすると，これは何日間，判決まで何日間ぐらい掛かるかな
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というのを見込みまして，それで，皆さんに選任期日のお知らせをする

手続に入っていくんですよ。審理の予定が立たないと，選任期日をお知

らせする手続に入っていけないんですよね。ですから，審理の予定をで

きるだけ早く立てたい，準備も効率的に行って，早く見込みを立てて，

皆さんに選任期日のお知らせしてですね。そういう準備をやってますの

で，それで，何日間か見込めるわけです。だから，大体まあこれぐらい

で良いだろうということでやっていますので，もしかしたら，事案によ

ってはもう少し時間があった方が良かったかなということもあるかも知

れないですね。その辺の感想も，皆さん，もしおありでしたら。特に，

２週間ありましたけども，４番の方，いかがだったですか，期間は。 

経験者４：やっぱり，普通大体２週間ぐらい，どの事件もあってるのかなというよ

うな感じがしてたんですよ。 

司 会 者：あれは，特に長い事件でしたね。普通は，争いのない事件ですと，３

日あるいは４日ぐらいで，判決までいきますが，あれは争点がたくさん

ありましたので，大変時間が掛かったなという，２週間ということでで

すね。 

経験者４：やっぱり，今まで福岡地裁でされたのは，１０日以上，１か月ぐらいの

もあるわけなんですか。 

 

４ これから裁判員になられる方へのメッセージ 

司 会 者：最高は２週間ですかね。だから，４番の方が担当されたのはかなり長

いのではないでしょうかね。私自身，個人的には３週間がありますけど

ね。それでは，評議について皆さんの感想を聞かせていただきましたの

で，次に，４つ目というか，最後のポイントになるんですが，これから

裁判員になられる方へのメッセージを，皆さん，経験されたところから，

これから裁判員になられる方へのメッセージをいただければと思うんで
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すけれども。どなたからでもどうぞ。アドバイスでも良いですし。どう

ぞ，お願いします。 

経験者６：これは，メッセージじゃないんですけど，裁判員制度のやり方の問題な

んですけど，私，実は裁判が終わりまして２週間目ぐらいに，被害者の

奥さんとばったり遇ったんです。それで，たまたま，被害者の奥さんっ

ていうのは，僕たちが量刑した方，弟さんですよね。私，ちょっと最初，

奥さんに対してかなり鋭い質問をした記憶があったので。 

司 会 者：法廷でですね。 

経験者６：法廷で。仕事中にちょっと，駅前なんですけど，電話してたら，降りて

みえて。一本道ですから，ずっとそこを行くしかないわけです，タク

シーの後を付いて。よくよく行ってみると，僕が仕事に行ってる４軒隣

なんですよ。やっぱり遇いたくないっていうのがありましたので，今，

道を避けて，かなり遠道して，会社には言ってないんですけど，遠道し

て行ってるっていう。やっぱり，僕，住居と現場と職場もそこのエリア

に入ってるわけなんです。だから，裁判員を選ばれるときに，そういう

ことも加味されて，○区で起きた事件に関しては，△区までは除くとか，

例えば，□市は省いた方がいいんじゃないかとか，そういう配慮もして

いただきたいなと。だから，私も最初は，ある意味，裁判員になったば

っかりに被害者だと自分で思ってたんです。だから，出なければそうい

うことはなかったわけです，出たばっかりにそういうことが起きてしま

って，会社にも言えないし，かと言って，守秘義務，守秘義務って言わ

れて，うちの奥さんにも話せない，そんなことになって，ちょっと今，

道を変えなくてはいけなくてやばいよとか，そういうふうなことも話せ

ないし。だから，裁判員の選択の仕方に，もう少し考慮してほしいとい

うことが，まず，これから裁判員される方に。それと，私が個人的に感

じたんですけど，裁判員裁判が終わって，量刑が決まった後，僕の場合
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は期間は４日間でしたけど，量刑を下した後の答え合わせっていうと分

かりかねるんですけど，案件を投げられて，問題を解いて，答えは出し

たんですけど，それが○か×かっていう返事が裁判所からないんですよ。

例えば，本人さんは刑に服されましたとか，納得いかずに上訴されまし

たとか，それぐらい，これだけやったんだから，それぐらいの，葉書１

枚でも，電話，そういうのを聞きたくない人はいいですけど，聞きたい

方はお電話で確認してくださいとか，そういう配慮をもう少ししていた

だきたいなと。と言うのは，やっぱり皆さん，職場に対してもそうです

し，何日か迷惑かけてるのに対して，答えが出ないっていうのは，僕は

すごく疑問に思ったんですよね。だから，葉書が文書で出せないのであ

れば，裁判所のここに問い合わせてくださいと。その答えは，刑に服さ

れたか上訴されたかだけの答えだったらお返事できますよっていうぐら

いのシステムを作ってほしいなということです。それは切にお願いした

いのと，やっぱり僕みたいに，例えば，遇うって言えば大阪駅でも遇う

かも知れないんですが，それ言ってるとできないよって言うんじゃなく

て，やっぱり地域性の問題も考えていただいて，二度と，僕らみたいな

仕事に影響を受けるような人は余り出してほしくないという観点からも，

やっぱり地域性の問題も，もう少し考えていただきたいなと思います。

裁判員をされる方に対しては，これからやっぱり，どしどし参加してほ

しいと，経験してほしいということを常に思っております。以上です。 

司 会 者：ありがとうございます。他の方，いかがですか。 

経験者４：私も，今言われたように，私たちにも，やっぱり２週間出てきて，いろ

いろ考えて，みんなで出した判決が，早く言えば被告人の方が納得され

たのか，納得されなかったのか，そういった部分で，やっぱり関係した

から，その後のことというのはこの電話番号に問い合わせたら担当した

人だけは一応答えますよとかですね。そこら辺が，ちょっとやっぱり，
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フォローをですね，私たちもやっぱり気になりますからね。こうやって

実刑判決を出したけど，これで良かったのかなということを思いますし

ですね。それと，今度，選ぶ人ですね，私のところも，２４名ぐらい来

ていて，裁判員６名と補充裁判員が３名ぐらいだったですかね。９名で

すけど，それもやはり，２０代，３０代，４０代，５０代，６０代とか，

それとか女性の方を，やはり，男女均等じゃないけど，女性も半分，男

性も半分という感じで，そういうふうにしてもらえたら良いんじゃない

かなとかですね。それができなかったら，今度は補充裁判員の人を女性

の人にするとか，そういうバランスですね。また，意見も，２０代の人

の意見もあるし，３０代の人の意見もあるし，４０代もあるし，５０代，

６０代の人も，意見がいろいろ，年齢によって考え方が違いますからね。

そこら辺をお願いしたいと思いますね。 

司 会 者：裁判所に対する要望でもありますけれども，裁判員になられる方への

メッセージ，ひとつ何かございませんか。１番の方。 

経験者１：自分は，選任の日に，ＤＶＤが２本あったんですよね，だから，選ばれ

まして，帰って２本見たんですよ。ああいうのは見てから参加したほう

が，これからなられる人も，流れとか分かるからですね，だから，良い

んじゃないかと。あとは，気楽な気持ちで，何でも経験するんだという

ような感じで，予習しておけば良いなと思いました。 

司 会 者：初めに，最高裁から封筒が行ったときに，そこに入ってないですか。 

経験者１：そのときはですね，当たるはずないと思っていて，見なかった。 

司 会 者：ありがとうございました。他の人もいかがですか。何か，メッセージ

はありませんか。 

経験者２：この度は本当に貴重な経験をさせていただいて，ありがとうございまし

た。もし裁判員に選ばれたとしたら，最初は不安で一杯だと思うんです

が，裁判官の方とかが，同じ目線に立って，分かりやすく説明してくれ



- 34 - 

たので，そんなに法律知識がなくても，すんなりと判決まで出せると思

うので，裁判員に選ばれたら，辞退を検討するのではなくて，選ばれた

からには参加するという，参加してもらって新しい発見をしていただき

たいと思います。 

経験者５：私も同じなんですけれど，皆さん，選ばれまして，最初は嫌々来た人も

いらっしゃる。だけど，終わりには，やはり参加して良かったっていう

言葉を聞きましてですね，自分も良かったと思いますから。頭から拒否

するんじゃなくてですね，やっぱり積極的に参加したほうが自分のため

にもなるし，世の中のためにもなりますから，そうしていただきたいと

思っております。 

司 会 者：皆さんからの要望も出ました，そして，裁判員になられるかたへのメ

ッセージもいただきました。ありがとうございました。 

裁 判 官：一点だけ，確認だけよろしいですか。 

司 会 者：はい，どうぞ。 

裁 判 官：６番の方に，被害者の妻とばったり遇ったということですが，あちら

から何かされそうになったとか，あちらが覚えてる節があったというこ

とはあるんでしょうか。 

経験者６：いや，僕がもう，ぱっと反対を向きましたので。 

裁 判 官：なるほどね。そういったことはないということでよろしいですかね。 

経験者６：はい。 

司 会 者：それでは，鍋嶋先生，福田検察官，何かございませんか。 

弁 護 士：６番の方が，裁判を広げてほしいというふうな発言を最初にされたと

いう記憶があるんですけれども，それは，今，ある程度比較的刑が重い

重大な刑事事件に関して来てくださいというふうなことになってるかと

思うんですけども，例えば，それがもっと別の犯罪類型ですね，そうい

うところまでも自分たちは関心があると，そういう御趣旨で発言された
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のかをちょっとお聞きしたいんですけど。 

経験者６：裁判員裁判っていうのは，今はほとんど３年から５年ぐらいの実刑の傷

害致死，死亡事件が多いですけど，もっと広げてほしいって言うのは，

さっきもお話ししたんだけど，民事にも介入してほしいし，もっともっ

と，行政が絡んだような，例えば，福岡市で昔ありましたけども，埋立

地の石を１００万で買ったとか，それは詐欺じゃないかということにな

って，ちょっと一時問題になったんですけど，そういう裁判に，やっぱ

りもう少し広げてほしいなと。だから，今，我々から離れたところの裁

判してるんですけど，それをもっと身近なところ，例えば，極端に言え

ば交通裁判とか，そういうのも取り入れてもらったら，これからもっと

皆さんも身近なところで裁判ができて，裁判員はちょっと嫌よねってい

う言葉が減ってくるんじゃないかなと思うんですけど。そういう趣旨で，

広げてほしいということを言いました。 

弁 護 士：ありがとうございました。これは他の方もあるんですけど，例えば争

いのない事件を担当された方は，誤解を恐れず言うと量刑を決めるだけ

というような説明があるかと思うんですけども，量刑を決めるだけのた

めにわざわざ呼ぶなよというような感想なのか，それとも，やはり量刑

を市民が一緒に考えたからこそ価値があったというふうにお考えなのか，

それはどういうふうな御感想をお持ちかと。これは，６番の方だけじゃ

なくて，他にも量刑を決めるのが主な争点だったっていう裁判の御経験

があろうかと思いますけれども，教えていただけないでしょうか。 

経験者６：僕はやっぱり，量刑を決める，犯した罪に対しては何らかの処罰がある

っていうのは当たり前のことだと思いますから，量刑を決めるっていう

のが答えです。争点だけだと，僕たち，多分，分からないと思うんです

よ，専門家じゃないですから。だから，やっぱり量刑を，こういう罪に

対しては，例えば簡単な話，２０キロスピード違反したら１万何千円の
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罰金だよっていうのと結論は一緒ですよね。その場で切符切られると，

それが４日なのか，その場で切符切られるかの違いだと。やっぱり白が

あったら黒がないとまずいかなと，僕は思いますので。争点だけの裁判

というのは余り分からない，分からないというのが正解じゃないですか

ね。漠然とした答えで申し訳ないですけど。すみません。 

司 会 者：先生，よろしいですか。それでは，今日の意見交換は以上で終了とし

ます。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。 


